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研究要旨： NICU・GCUに特化した薬剤部の医療サービスのひとつに服薬指導がある。国立国際医療研究セ
ンター病院（以下、当院）における鉄欠乏性貧血治療剤、Ca 骨代謝改善薬等の服薬指導の実態について、
2014年1月から2014年12月までの間、服薬指導管理システムを用いて調査し、2013年の調査結果（2013
年1月から2013年12月）と比較した。NICU・GCU入院患児116名のうち、服薬指導対象患児は46名、服
薬指導が行われた患児は36名（78%）であり、2013年（服薬指導対象患児73名中、服薬指導が行われた
患児9名：12%）に比べ、服薬指導実施率が上昇した。２年度である本年は、小児薬剤療法認定薬剤師が当
院に配置された。昨年、課題となっていた服薬指導件数を増加させることができたため、今後は薬剤師の
NICU・GCU常駐勤務による薬学的な支援を目標にしていく。 
 
 A：研究の背景と目的 
2012 年度より小児薬物療法認定薬剤師制度が

開始され、臨床現場における薬剤師への期待が高
まっている。新生児領域においても、NICUにサテ
ライトファーマシーを設け、薬剤師が注射剤の調
製などを行うケースも増えている。特にNICUでは
薬物療法にかかる割合が多いこと、新生児への薬
剤の有効性や安全性のエビデンスが確立していな
いなど、薬剤師の専門性が必要とされる場面が多
い。 
当院のNICUと薬剤師の関わりは、現在は医師の

要請に基づき、退院後も薬剤を内服する患児にお
いて、家族に対して服薬指導を行っているケース
が多い。2013年、NICU・GCUにおける服薬指導の
実態の調査を行ったが、2014年も継続して調査を
実施した。また2014年4月より小児薬物療法認定
薬剤師2名が加わったことで、2015年度から開始
となる病棟常駐業務において、薬剤師がどの様に
職能を発揮できるか検討を行った。 
 

Ｂ： 研究方法 
2014 年1月1日から2014 年12月20日に、当

院NICU・GCUに入院した児で、退院後も内服薬（鉄
剤、ビタミンＤ製剤、その他）が必要となった児
の実態を調査した。 
当院における服薬指導の実態について、服薬指

導管理システムを用いて調査した。 
 

 
Ｃ： 研究結果 
C-1．服薬指導対象者と実施者 
 服薬指導対象者は、主に鉄欠乏性貧血治療剤の
インクレミンシロップ®（一般名：溶性ピロリン酸
第二鉄）、Ca 骨代謝改善薬のアルファロール内用
液®（一般名：アルファカルシドール）を内服して
いる患児であった。 
 薬剤を内服する必要があった患児は 46 名であ
り、そのうち36名（78%）に対して指導が行われ
ていた。また退院後も継続して内服が必要となっ
た患児に対しては、全員に指導が行われていた。 
 
C-2．指導内容とかかる時間 
  指導内容は主に、用法用量、効能効果、服用
上の注意点（例：服用方法、保管方法、飲み忘れ
の時の対応、嘔吐時の対応など）であった。服薬
指導対象者となるのは、患児の家族であるため、
薬剤の薬効、用法、用量の説明のみならず、入院
中の内服方法を理解しているか、またそれを退院
後継続して自身で行えるか、の確認も必要であっ
た。 
当院では、主に医師より服薬指導依頼があった

場合において服薬指導を行うため、入院初日から
経過を追っているケースは少ない。そのため、入
院が長い患児ほど、患者情報を収集するためのカ
ルテ閲覧に、時間がかかった。服薬指導にかかる
時間は個々様々であり、カルテ調査を含めると30
分～60 分程度であった。これは2013 年の調査結



果と同様であった。 
 
D： 考察 
今回の研究結果より、2013年の調査に比べ、指

導患児数が増加したことが分かった。要因として
は、医師からの服薬指導依頼が増加したことが考
えられる。前回の調査で、他科入院患者において
は入院中に新規の薬剤が開始される毎に担当薬剤
師が服薬指導を実施しているのに対し、NICU・
GCU 患児では退院時に 1 回のみの服薬指導とな
ってしまっていることが分かった。その結果を受
け、入院中に内服が必要となる患児の家族に対し
て服薬指導が行えるよう、医師や病棟に働きかけ
たことが指導患児数の増加につながったと思われ
る。 
また指導件数は患児 36 人に対して 42 件と、1

人の患児に対し複数回の指導を行うケースもみら
れた。これは服薬指導依頼時期が以前に比べて早
期になり、退院までに複数回の指導を行えるよう
になったためと考えられる。複数回の指導を行う

ことで、理解度や内服手技の確認、副作用モニタ
リングなどを行うことができた。 
 
E：結論 
最近、薬剤師の病棟における常駐活動業務に焦

点が当てられており、薬剤師の臨床業務への参画
が話題となっている。特にNICUにおいては、薬
剤師が常駐する意義は大きいと考えられる。服薬
指導のみならず、医師への薬剤情報の提供、TDM、
注射剤の混注業務等、参画できる場面は多い。今
回、服薬指導の実態について再調査し、服薬指導
患児数および件数は増加していることが分かった。 
当院では 2015 年度から薬剤師の病棟常駐業務

を開始する予定であり、チーム医療の一員として
他職種と協力し、患児や家族に対して薬学的な支
援を行えるよう体制を整えていくことがこれから
の課題である。 
また小児薬物療法認定薬剤師取得を目指す薬剤

師も増えており、今後NICU における病棟業務に
貢献していきたいと考えている。 

 


